
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
社
会
福
祉
事
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

一

〇
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
育
て
支
援
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
中
央
児
童
館
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

七

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
事
業
者
等
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
業
務

　

管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則 

（　
　

同　
　

）　

一
四

 
規

則

　

社
会
福
祉
事
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

社
会
福
祉
事
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

社
会
福
祉
事
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
四
第
一
項
中
「
様
式
第
三
号
の
五
」
を
「
様
式
第
三
号
の
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
号

の
六
」
を
「
様
式
第
三
号
の
十
一
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

第
二
条
の
四　

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
一
項
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
申
請

又
は
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
一
項
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
更
新
の
申
請

は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定
（
更
新
）
申
請
書
（
様
式
第
三
号
の
五
）
に
知
事
が
別

に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
又
は
法
第
二
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
並
び
に
設
置
者
の
住
所
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
指
定
障
害
児
通

所
支
援
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
変
更
届
出
書
（
様
式
第
三
号
の
六
）
に
よ
つ
て
、
事
業
の
再
開
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
指
定
障
害
児
通
所
支
援
再
開
届
出
書
（
様
式
第
三
号
の
七
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
廃
止
・
休
止
届
出
書
（
様

式
第
三
号
の
八
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
辞
退
を
す
る
場
合
は
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定
辞
退
届
出
書

（
様
式
第
三
号
の
九
）
を
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

５　

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
又
は
法
第
二
十
四
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

事
業
所
番
号

　

二　

申
請
者
又
は
設
置
者
の
名
称

　

三　

指
定
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

　

四　

前
二
号
の
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
当
該
変
更
事
項

　

五　

障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
施
設
の
種
類

　

六　

指
定
、
事
業
の
廃
止
、
指
定
の
辞
退
、
指
定
の
取
消
し
又
は
事
項
の
変
更
の
年
月
日

　

七　

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

６　

知
事
は
、
市
町
村
長
に
対
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

（1）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第20号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



「
第
三
十
四
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
」

を
「
第
三
十
四
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
五
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
三
十
四
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条

の
十
一
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
六
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
三
十
四
条
の
十
四
第
二
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条

の
十
四
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
第
一
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
備
考
１
中
「及

び
第
５
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
の
４
第
６
項

 
」
を
「，

第
５
条
の
４
第
６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「及

び
災
害

被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
，
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
22   年

法
律
第
175

   号

）」
を
「，

災
害
被
害
者
に

対
す
る
租
税
の
減
免
，
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
22   年

法
律
第
175

   号

）及
び
平
成
23   年

７
月
15   日

雇
児
発

071

   5  第
１
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知

「控
除
廃
止
の
影
響
を
受
け
る
費
用
徴
収
制
度
等

（厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
所
管
の
制
度
に
限
る

。）に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て

」
に
、「同

条
第
２
項
第
２
号
及

び
第
３
号

」
を
「同

条
第
２
項
各
号

」
に
、「寄
付
金
に
該
当
す
る
も
の
を
支
出
し
た
場
合
を
除
く

」
を
「も

の
に
限

る

」
に
、「第

41   条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
５
項

」
を
「第

41   条
の
３
の
２
第
１
項
，
第
２
項
，
第
４
項
及
び
第
５

項

」
に
改
め
、
同
表
備
考
３
中
「第
６
条
の
２
第
８
項

」
を
「第

６
条
の
３
第
８
項

」
に
、「「障

害
児
施
設

」」
を

「「障
害
児
入
所
施
設

」」
に
、「知
的
障
害
児
施
設
，
自
閉
症
児
施
設
，
盲
児
施
設
，
ろ
う
あ
児
施
設
，
肢
体
不
自
由

児
施
設
入
所
部
，
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機
関
，
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
及
び
重
症
心
身
障
害
児

施
設

」
を
「指

定
障
害
児
入
所
施
設
並
び
に
肢
体
不
自
由
児
及
び
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機
関

」

に
改
め
、
同
表
備
考
４
中
「障

害
児
施
設

」
を
「障

害
児
入
所
施
設

」
に
改
め
、
同
表
備
考
５�
中
「を

い
う

。」
の
下

に
「自

立
支
援
ホ
ー
ム
の
入
所
児
童
は
単
身
世
帯
と
み
な
す

。」
を
加
え
、
同
表
備
考
５�
中
「児

童
福
祉
法

」
を
「法

」

に
、「障
害
児
施
設

」
を
「障

害
児
入
所
施
設

」
に
、「障

害
者
自
立
支
援
法

（
」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
」
に
、「障

害
者
自
立
支
援
法
第
５
条
第
５
項
，
第
６
項
及
び
第
13   項

か

ら
第
1  5  項

ま
で

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
５
条
第
５
項
，
第
６

項
及
び
第
12   項

か
ら
第
14   項

ま
で

」
に
、「障

害
者
自
立
支
援
法
附
則

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
附
則

」
に
改
め
、
同
表
備
考
５�
中
「児

童
福
祉
法

」
を
「法

」
に
改
め
、
同
表
備

考
６
中
「，

平
成
18   年

10   月
１
日
以
降
に
お
い
て

」
を
削
り
、「児

童
福
祉
法
第
24   条

の
２
の
障
害
児
施
設
給
付
費
を

支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
児
童
が
障
害
者
自
立
支
援
法
第
５
条
第
７
項
の
児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合

」
を
「法

第
21   条

の
５
の
２
の
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
法
第
24   条

の
２
の
障
害
児

入
所
給
付
費
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合

」
に
、「，

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
，
知
的
障
害
児
通
園
施
設
，

難
聴
幼
児
通
園
施
設
及
び
肢
体
不
自
由
児
施
設
通
園
部

」
を
「及

び
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部

」
に
、「児

童
福
祉
法
第
24   条

の
２
に
定
め
る
障
害
児
施
設
に
入
所
し
て
い
る

」
を
「法

第
21   条

の
５
の
２
の
障
害
児
通
所
給
付
費

又
は
法
第
24   条

の
２
の
障
害
児
入
所
給
付
費
を
支
給
さ
れ
て
い
る

」
に
改
め
、「障

害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
１
条
第

２
号
に
定
め
る
日
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く

」
を
削
り
、「平

成
20   年

２
月
29   日

厚
生
労
働
省
発
障
第
0229001

       号

厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知

）」
を
「平

成
19   年

12   月
18   日

厚
生
労
働
省
発
障
第
1218002

       号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知

）

等

」
に
、「（児

童
福
祉
法

」
を
「（法

」
に
、「児

童
福
祉
法
第
24   条

の
20   に

規
定
す
る
障
害
児
施
設
医
療

」
を
「法

第

2  1  条
の
５
の
28   に

規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
又
は
法
第
24   条

の
20   に

規
定
す
る
障
害
児
入
所
医
療

」に
、「障

害
児
施
設

」
を
「障

害
児
入
所
施
設

」
に
改
め
、
同
表
備
考
７
中
「及

び

」
の
下
に
「児

童
養
護
施
設
又
は

」
を
加
え
、

同
表
備
考
８
中
「児

童
福
祉
法

」
を
「法

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「知

的
障
害
児
施
設
，
自
閉
症
児
施
設
，
肢
体
不
自
由
児
施
設
入
所
部
，
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ

る
指
定
医
療
機
関
，
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
及
び
重
症
心
身
障
害
児
施
設

」
を
「指

定
障
害
児
入
所
施
設
並
び
に
肢

体
不
自
由
児
及
び
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機
関

」
に
改
め
、
別
表
第
二
備
考
中
「重

症
心
身
障
害

児
施
設

」
を
「主

た
る
障
害
が
重
症
心
身
障
害
の
障
害
児
入
所
施
設

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
の
六
中
「（第

２
条
の
４
関
係

）」
を
「（第

２
条
の
５
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
の
十

一
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
の
五
中
「（第

２
条
の
４
関
係

）」
を
「（第

２
条
の
５
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
の
十

と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
の
四
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。

 

号外第20号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

児
童
入
所
施
設

障
害

児
施

設

児
童
入
所
施
設

障
害
児
入
所
施
設

知
的
障
害
児
通
園
施
設
，
難
聴

幼
児
通
園
施
設
，
肢
体
不
自
由

児
施
設
通
園
部
，
自
立
援
助
ホ
 

ー
ム
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設

自
立
援
助
ホ
ー
ム
及
び

母
子
生
活
支
援
施
設



（3）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第20号　　 

様式第３号の５（第２条の４関係）

□　指定障害児通所支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定（更新）申請書□　指定障害児入所施設　　　　　　　　　　　

 年　　月　　日　　

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 　申請者　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （設置者）　 名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　印　

　

　障害児通所支援　　　　　　　　の指定を受けたいので，下記のとおり関係書類を添えて申請します。　障害児入所施設

受付番号

申
請
者
（
設
置
者
）

指
定
（
更
新
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
等
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

（郵便番号　　　　　―　　　　　）

　　　　　　　県　　　　　　　郡 ・市主たる事務所の所在地

法人所轄庁法 人 の 種 別

ＦＡＸ番号電 話 番 号連 絡 先

フ リ ガ ナ
職 名代 表 者 の 職 ・ 氏 名

氏 名

（郵便番号　　　　　―　　　　　）

　　　　　　　県　　　　　　　郡 ・市
代 表 者 の 住 所

代 表 者 の 生 年 月 日

フ リ ガ ナ

名 称

（郵便番号　　　　　―　　　　　）

　　　　　　　県　　　　　　　郡 ・市施設又は事業所の所在地

備　　考指定申請する事業等の支援開始年月日事業等の種別 

事　　　業　　　所　　　番　　　号同一施設内において行う事業等の種類

（備考）

１　「受付番号」欄には記載しないでください。

２　あてはまる表題の左側の□にレ点を付け，本文の不要な表記を（　　　　）で囲んでください。

３　「法人である場合その種別」欄には，申請者が法人である場合に，「社会福祉法人」「医療法人」「一般社団法人」「一般財団法

人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載してください。

４　「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に，その主務官庁の名称を記載してください。

５　「同一所在地において行う事業等の種類」欄には，今回申請をするもの及び既に指定を受けているものについて事業の種類を

記載し，事業開始（予定）年月日を記載してください。

６　「事業所番号」欄には，宮城県内において既に事業所としての指定を受け，番号が付番されている場合に，その事業所番号を

記載してください。複数の番号を有する場合には，適宜様式を補正して，その全てを記載してください。



号外第20号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

（別紙）

他の法律において既に指定を受けている事業等について

指　定　事　業　所　番　号指 定 年 月 日 法　律　の　名　称



（5）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第20号　　 
様
式
第
３
号
の
６
（
第
２
条
の
４
関
係
）

□
　
指
定
障
害
児
通
所
支
援
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
更
届
出
書

□
　
指
定
障
害
児
入
所
施
設
　
　
　
　
　
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
　
業
　
者
　
（
所
在
地
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
施
設
の
設
置
者
）
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

 
（
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
）　
　
　
　
　
　

　
次
の
と
お
り
指
定
を
受
け
た
内
容
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

事
業

所
番

号

名
称

指
定
内
容
を
変
更
し
た
施
設

所
在

地

支
援

の
種

類

変
更
の
内
容

変
更
が
あ
っ
た
事
項

（
変
更
前
）

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

１

事
業
所
（
施
設
）
の
所
在
地
（
設
置
の
場
所
）

２

申
請
者
（
設
置
者
）
の
名
称

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

４

代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

５

定
款
・
寄
付
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
簿
の
謄
本

又
は
条
例
等
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。）

６

医
療
法
第
７
条
の
許
可
を
受
け
た
病
院
又
は
診

療
所
で
あ
る
こ
と

７

（
変
更
後
）

事
業
所
（
施
設
）
の
平
面
図
及
び
設
備
の
概
要

８

事
業
所
（
施
設
）
の
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

９

事
業
所
（
施
設
）
の
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任

者
の
氏
名
及
び
住
所

10

主
た
る
対
象
者

11

運
営
規
程

12

障
害
児
（
入
所
・
給
付
）
費
の
請
求
に
関
す
る

事
項

13

協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に

当
該
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
内
容

15

　
　
年
　
　
月
　
　
日

変
更
年
月
日

（
備
考
）

　
１
　
該
当
項
目
番
号
に
〇
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
あ
て
は
ま
る
表
題
の
左
の
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
変
更
内
容
が
わ
か
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
　
変
更
の
日
か
ら
10日

以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
３
号
の
７
（
第
２
条
の
４
関
係
）

指
定
障
害
児
通
所
支
援
再
開
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
　
業
　
者
　
（
所
在
地
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

 
（
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
）　
　
　
　
　

　
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
支
援
を
再
開
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

事
業

所
番

号

名
称
　

再
開
し
た
事
業
所

（
郵
便
番
号
　
　
　
－
　
　
　
　
）

 宮
城
県
　
　
　
　
郡
・
市

所
在

地
　

　

　
　
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

休
止
し
て
い
た
期
間

 再
開
し
た
支
援
の
種
類

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

再
開
し
た
年
月
日

 

（
備
考
）

１
　
支
援
の
再
開
に
係
る
届
出
に
あ
っ
て
は
，
当
該
施
設
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
が
休
止

前
と
異
な
る
場
合
に
は
，
勤
務
体
制
・
形
態
一
覧
表
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
休
止
し
た
支
援
を
再
開
し
た
と
き
か
ら
10日

以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。



号外第20号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
様
式
第
３
号
の
８
（
第
２
条
の
４
関
係
）指
定
障
害
児
通
所
支
援
廃
止
・
休
止
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
業
者
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
代
表
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
支
援
を
次
の
と
お
り
廃
止
・
休
止
し
ま
す
の
で
届
け
出
ま
す
。

事
業
所
番
号

名
称

廃
止
・
休
止
す
る
事
業
所

（
郵
便
番
号
　
　
　
－
　
　
　
　
）

 宮
城
県
　
　
　
　
郡
・
市

所
在

地

廃
止
・
休
止
す
る
支
援
の
種
類

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

廃
止
・
休
止
す
る
年
月
日

廃
止
・
休
止
す
る
理
由

現
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
措
置

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

休
止
予
定
期
間

（
備
考
）

１
　
事
業
の
廃
止
及
び
休
止
に
係
る
届
出
の
際
に
は
，
利
用
者
の
移
行
先
リ
ス
ト
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

２
　
廃
止
・
休
止
し
よ
う
と
す
る
１
月
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
３
号
の
９
（
第
２
条
の
４
関
係
）指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定
辞
退
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
業
者
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
設
置
者
）
代
表
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
辞
退
す
る
の
で
届
け
出
ま
す
。

事
業
所
番
号

名
称

指
定
を
辞
退
す
る
施
設

所
在

地

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

指
定
を
受
け
た
年
月
日

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

指
定
を
辞
退
す
る
年
月
日

指
定
を
辞
退
す
る
理
由

現
に
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

（
備
考
）

１
　
指
定
を
辞
退
す
る
日
の
３
ヶ
月
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

２
　
指
定
通
知
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。



　

様
式
第
五
号
の
五
中
「第

34   条
の
３
第
１
項

」
を
「第

34   条
の
４
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
六
中
「第

34   条
の
３
第
２
項

」
を
「第

34   条
の
４
第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
七
中
「第

34   条
の
３
第
３
項

」
を
「第

34   条
の
４
第
３
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
八
中
「第

34   条
の
11   第

１
項

」
を
「第

34   条
の
12   第

１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
九
中
「第

34   条
の
11   第

２
項

」
を
「第

34   条
の
12   第

２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
十
中
「第

34   条
の
11   第

３
項

」
を
「第

34   条
の
12   第

３
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
十
一
中
「第

34   条
の
14   第

１
項

」
を
「第

34   条
の
15   第

１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
十
一
中
「第

34   条
の
14   第

２
項

」
を
「第

34   条
の
15   第

２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
十
一
中
「第

34   条
の
14   第

３
項

」
を
「第

34   条
の
15   第

３
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
中
央
児
童
館
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

宮
城
県
中
央
児
童
館
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

宮
城
県
中
央
児
童
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
（
平
成
三
年
宮
城
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第

二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
号
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第

四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
削
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「（第

５
条
関
係

）」
を
「（第

２
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「（第

５
条
関
係

）」
を
「（第

２
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「（第

６
条
関
係

）」
を
「（第

３
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「（第

６
条
関
係

）」
を
「（第

３
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「（第

６
条
関
係

）」
を
「（第

３
条
関
係

）」
に
、「第

72   条
，
第
73   条

」
を
「第

72   条
第
４
項

」
に

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「（第

７
条
関
係

）」
を
「（第

４
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項

（7）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第20号　　 



の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
並
び
に
法
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
指
定
一

般
相
談
支
援
事
業
者
（
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
と
い
う
。）
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
等
の
申
請
等
）

第
二
条　

法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の

申
請
又
は
法
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
更
新
の
申
請
及
び

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
号
に
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

　

（
指
定
の
変
更
の
申
請
等
）

第
三
条　

法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請
及
び
法
第
七
十
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
に
関
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に

限
る
。）
は
、
様
式
第
二
号
に
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
変
更
の
届
出
等
）

第
四
条　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法

第
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
は
、
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

並
び
に
設
置
者
の
住
所
そ
の
他
の
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
号
に
よ

り
、
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
号
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
及
び
法
第
七
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
様
式
第
五
号
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
の
辞
退
）

第
五
条　

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
辞
退
を
す
る
場
合
は
、
様
式
第
六
号
を
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す

る
。

　

（
公
示
）

第
六
条　

法
第
五
十
一
条
又
は
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

事
業
所
番
号

　

二　

申
請
者
又
は
設
置
者
の
名
称

　

三　

指
定
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

　

四　

第
二
号
の
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
当
該
変
更
事
項

　

五　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　

六　

指
定
、
事
業
の
廃
止
、
指
定
の
辞
退
又
は
指
定
の
取
消
し
の
年
月
日

　

（
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
）

第
七
条　

知
事
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
前
条
に
掲
げ
る
事
項
そ
の

他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
八
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

号外第20号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）



（9）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第20号　　 

様式第１号（第２条関係）

□　指定障害福祉サービス事業者　　　　　　　　　　
□　指 定 障 害 者 支 援 施 設 　指定（更新）申請書
□　指定一般相談支援事業者 　　　　　　　　　　
□　兼　障害福祉サービス事業等開始等届出書

 年　　月　　日　　

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 　申請者　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （設置者）　 名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　印　

　指定障害福祉サービス事業者
　指 定 障 害 者 支 援 施 設 　の指定を受けたいので，下記のとおり関係書類を添えて申請します。
　指定一般相談支援事業者 
　併せて，障害福祉サービス事業等の　開始・変更　について，届け出ます。

受付番号

フ　リ　ガ　ナ

申
請
者
（
設
置
者
）

名　　　　　　称

（〒　　　　　―　　　　　）
　　　都道府県　　　　　　　郡 ・市・区主たる事務所の所在地

法人所轄庁法 人 の 種 別 

ＦＡＸ番号電 話 番 号
連 絡 先 

E-mailＨＰ

フリガナ
職　　　名代表者の職・氏名

氏　　　名

（〒　　　　　―　　　　　）
　　　都道府県　　　　　　　郡 ・市・区代 表 者 の 住 所 

代表者の生年月日

（備考）
１　「受付番号」「事業所（施設）所在地市町村番号」欄には記載しないでください。
２　あてはまる表題の左側の□にレ印を付け，　本文の不要な表記を（　）で囲んでください。
３　「法人の種別」欄には，申請者が法人である場合に，「社会福祉法人」「医療法人」「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社
団法人」「公益財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載してください。
４　「法人所轄庁」欄には，申請者が認可法人である場合に，その主務官庁の名称を記載してください。
５　「同一所在地において行う事業等の種類」欄には，今回申請をするもの及び既に指定を受けているものについて，障害福祉サー
ビス事業を記載し，事業開始（予定）年月日を記載してください。
６　「事業所番号」欄には，宮城県内において既に事業所としての指定を受け，番号が付番されている場合に，その事業所番号を
記載してください。
　複数の番号を有する場合は，別紙にその全てを記載してください。
７　申請する事業所，施設の事業等の種類に応じて付表を添付してください。

フ　リ　ガ　ナ

指
定
（
更
新
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
等
の
種
類

名　　　　　　称

（〒　　　　　―　　　　　）
　　　　宮城県　　　　　　　郡 ・市事業所（施設）の所在地

備考指定申請をする事業等の
事業開始（予定）年月日

実施
事業

指定申請をする事業等の
事業開始（予定）年月日

実施
事業

　同一所在地において
　行う事業等の種類　

共同生活介護指定障害福祉サービス事業所

自立訓練（機能訓練）居宅介護

自立訓練（生活訓練）重度訪問介護

就労移行支援同行援護

就労継続支援Ａ行動援護

就労継続支援Ｂ療養介護

共同生活援助生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

自立訓練（機能訓練）指定障害者支援施設

自立訓練（生活訓練）施設入所支援

就労継続支援Ａ生活介護

就労継続支援Ｂ就労移行支援

介護保険法上の指定介護事業所の指定の有無

（　有　・　無　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定一般相談支援事業所

一般相談支援（地域移行支援）

一般相談支援（地域定着支援）

法の規定により既に指定を受けている場合
事業所番号

事業所（施設）所在地市町村番号



号外第20号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

（別紙）

既に指定を受けている事業等について

指　定　事　業　所　番　号指 定 年 月 日 法　律　の　名　称

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

介護保険法

児童福祉法

その他

（備考）指定事業所番号は10桁なので，「事業所番号」欄には左詰めで記載して下さい。



（11）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第20号　　 

様式第２号（第３条関係）

□　指定障害福祉サービス事業者　　　　　　　　
□　指 定 障 害 者 支 援 施 設 　指定変更申請書

□　兼　障害福祉サービス事業等変更届出書

 年　　月　　日　　

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 　申請者　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （設置者）　 名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　印　

　指定障害福祉サービス事業者
　指 定 障 害 者 支 援 施 設 　の指定の変更を受けたいので，下記のとおり関係書類を添えて申請します。

　併せて，障害福祉サービス事業等の変更について，届け出ます。

受付番号

フ　リ　ガ　ナ

申
請
者
（
設
置
者
）

名　　　　　　称

（〒　　　　　―　　　　　）
　　　　　　県　　　　　　　郡 ・市主たる事務所の所在地

法人所轄庁法 人 の 種 別 

ＦＡＸ番号電 話 番 号
連 絡 先 

法人E-mail法 人 Ｈ Ｐ

フ リ ガ ナ
職　　　名代表者の職・氏名

氏　　　名

（〒　　　　　―　　　　　）
　　　都道府県　　　　　　　郡 ・市・区代 表 者 の 住 所 

代表者生年月日 

（備考）

１　「受付番号」「事業所（施設）所在地市町村番号」欄には記載しないでください。

２　あてはまる表題の左の□にレ印を付け，本文の不要な表記を（　）で囲んでください。

３　「法人の種別」欄には,申請者が法人である場合に，「社会福祉法人」「医療法人」「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団

法人」「公益財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載してください。

４　「法人所轄庁」欄には,申請者が認可法人である場合に，その主務官庁の名称を記載してください。

フ　リ　ガ　ナ

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設

名　　　　　　称

（〒　　　　　―　　　　　）
　　　　宮城県　　　　　　　郡 ・市事業所（施設）の所在地

指定障害福祉サービ
スの種類　　　　　

　　年　　月　　日指　定　年　月　日

　　年　　月　　日変　更　年　月　日

変　　更　　後変　　更　　前

変　更　の　内　容

事 業 所 番 号 

事業所（施設）所在地市町村番号



号外第20号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

□
　
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
　
　
　
　
　
　

□
　
指
定
障
害
者
支
援
施
設

 
　
変
更
届
出
書

□
　
指
定
相
談
支
援
事
業
者

 
　
　
　
　
　
　

□
　
兼
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
変
更
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
　
申
請
者
　
　
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
設
置
者
）　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
 

　
　
　
　
　
代
表
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
次
の
と
お
り
指
定
内
容
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
，
下
記
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

　
併
せ
て
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
変
更
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

事
業
所
番
号

名
称

指
定
（
届
出
）
内
容
を
変
更
し
た
事
業
所

（
施
設
）

所
在

地
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

変
更
の
内
容

変
更
が
あ
っ
た
事
項

（
変
更
前
）

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

１
事
業
所
（
施
設
）
の
所
在
地
（
設
置
の
場
所
）

２
申
請
者
（
設
置
者
）
の
名
称

３
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

４
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
定
款
，
寄
付
行
為
等
又
は
条
例
等
（
当
該
指
定

に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）

６

事
業
所
（
施
設
）
の
平
面
図
及
び
設
備
の
概
要

７
（
変
更
後
）

事
業
所
（
施
設
）
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
住
所

８
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

９
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

10
事
業
所
の
相
談
支
援
専
門
員
の
氏
名
及
び
住
所

11
主
た
る
対
象
者

12
運
営
規
程

13
役
員
名
簿

14
介
護
給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
事
項

15
事
業
所
の
種
別
（
併
設
型
・
空
床
型
・
単
独
型
の
別
）

16
併
設
型
に
お
け
る
利
用
定
員
数
又
は
空
床
型
・

単
独
型
に
お
け
る
当
該
施
設
の
入
所
者
の
定
員

17

協
力
医
療
機
関
の
名
称
若
し
く
は
診
療
科
名
又

は
当
該
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
内
容

18

障
害
者
支
援
施
設
と
の
連
携
体
制
及
び
支
援
の

体
制
の
概
要

19

当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
予
定
年
月
日

20
併
設
す
る
施
設
の
概
要

21
同
一
敷
地
内
に
あ
る
入
所
施
設
及
び
病
院
の
概
要

22
　
　
年
　
　
月
　
　
日

変
更
年
月
日

（
備
考
）

　
１
　
該
当
項
目
番
号
に
〇
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
あ
て
は
ま
る
表
題
の
左
の
□
に
レ
印
を
付
け
，
本
文
の
不
要
な
表
記
を
（
　
）
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
３
　
変
更
内
容
が
わ
か
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
　
変
更
の
日
か
ら
10日

以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
，
届
出
に
係
る
加
算
等
の
う
ち
，
介
護
給
付
費
等
の
算
定
さ
れ
る
単
位
数
が
増
え
る
場
合
の
算
定
開
始
時
期
は
，
届

出
が
毎
月
15日

以
前
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
翌
月
か
ら
，
16日

以
降
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
翌
々
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）

□
　
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
再
開
届
出
書

□
　
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

 
　
　
　
　
　
　

□
　
兼
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
再
開
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
業
者
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
設
置
者
）
代
表
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
事
業
を

次
の
と
お
り
再
開
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

　
併
せ
て
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
再
開
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

事
業
所
番
号

名
称

再
開
し
た
事
業
所

（
郵
便
番
号
　
　
　
－
　
　
　
　
）

 宮
城
県
　
　
　
　
郡
・
市

所
在

地

　
　
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

休
止
し
て
い
た
期
間

再
開
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

再
開
し
た
年
月
日

（
備
考
）

１
　
事
業
の
再
開
に
係
る
届
出
に
あ
っ
て
は
，
当
該
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
が
休

止
前
と
異
な
る
場
合
に
は
,勤
務
体
制
・
形
態
一
覧
表
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
再
開
の
日
か
ら
10日

以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
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様
式
第
５
号
（
第
４
条
関
係
）□
　
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廃
止
・
休
止
届
出
書

□
　
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
　
兼
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
廃
止
等
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
業
者
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
設
置
者
）
代
表
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
事
業
を

次
の
と
お
り
廃
止
・
休
止
し
ま
す
の
で
届
け
出
ま
す
。

　
併
せ
て
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
廃
止
・
休
止
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

事
業
所
番
号

名
称

廃
止
・
休
止
す
る
事
業
所

（
郵
便
番
号
　
　
　
－
　
　
　
　
）

 宮
城
県
　
　
　
　
郡
・
市

所
在

地

廃
止
・
休
止
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

廃
止
・
休
止
す
る
年
月
日

廃
止
・
休
止
す
る
理
由

現
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
措
置

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

休
止
予
定
期
間

（
備
考
）

１
　
事
業
の
廃
止
及
び
休
止
に
係
る
届
出
の
際
に
は
，
利
用
者
の
移
行
先
リ
ス
ト
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
あ
て
は
ま
る
表
題
の
左
の
□
に
レ
印
を
付
け
,本
文
の
不
要
な
表
記
を
（
　
 ）
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

３
　
廃
止
・
休
止
し
よ
う
と
す
る
１
月
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
６
号
（
第
５
条
関
係
）

指
定
障
害
者
支
援
施
設
指
定
辞
退
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
業
者
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
設
置
者
）
代
表
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
辞
退
す
る
の
で

届
け
出
ま
す
。

事
業
所
番
号

名
称

指
定
を
辞
退
す
る
施
設

所
在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

指
定
を
受
け
た
年
月
日

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

指
定
を
辞
退
す
る
年
月
日

指
定
を
辞
退
す
る
理
由

現
に
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

（
備
考
）

１
　
指
定
を
辞
退
す
る
日
の
３
ヶ
月
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

２
　
指
定
通
知
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
事
業
者
等
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事

項
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
事
業
者
等
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す

る
事
項
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
事
業
者
等
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事

項
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

」
に
、「障

害
者
自
立
支
援
法
上
の

」
を
「障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
上
の

」
に
、「障

害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「障

害
者
自
立
支
援
法

」
を
「障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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